
法

琳

雑

記

中

西

久

味

法
琳
は
､
唐
初
の
儒
道
仏
三
教
な
い
し
仏
道
二
教
諭
衡
に
お
い
て
仏
教
側
で
中
心
的
な
役
割
を
果
た
し
､
つ
い
に
は
そ
の
主
著

『
弁
正
論
』
が
庸
皇
室
を
誹
帝
す
る
も
の
と
親
許
さ
れ
た
た
め
益
州
に
征
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
､
そ
の
途
中
病
没
し
た
護
法
僧
で
あ

る
｡
彼
の
事
跡
お
よ
び
そ
の
周
辺
に
つ
い
て
の
考
察
は
武
徳
･
貞
観
年
間
の
宗
教
や
思
想
の
動
向
の
究
明
に
も
欠
か
せ
な
い
に
も

か
か
わ
ら
ず
､
な
お
不
明
な
点
が
多
い
の
が
実
状
で
あ
る
｡
こ
れ
ま
で
に
い
さ
さ
か
気
づ
い
た
こ
と
を
述
べ
て
お
き
た
い
｡

(
本
稿
で
し
ば
し
ば
引
用
す
る
道
宣
『
抗
菌
僧
伝
』
･
彦
珠
『
麿
遵
法
沙
門
法
琳
別
伝
』
　
(
『
法
琳
別
伝
』
)
　
に
つ
い
て
は
大
正
蔵
巻
五
〇
､
法
琳
『
弁

正
論
』
　
に
つ
い
て
は
大
正
蔵
巻
五
二
の
当
該
常
数
の
み
記
す
O
)

)
'
法
輔
と
天
台
智
技

法
琳
の
仏
教
の
法
系
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
天
台
の
系
譜
に
連
な
る
と
い
う
艶
と
､
三
論
の
学
僧
と
み
な
す
説
と
が
あ
っ
た
｡

法
琳
自
身
は
い
ず
れ
と
も
明
言
し
て
は
い
な
い
の
で
あ
-
､
彼
を
あ
る
特
定
の
宗
派
学
派
に
む
り
や
-
帰
属
さ
せ
る
必
要
は
な
い
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と
思
わ
れ
る
C
た
だ
し
､
そ
の
著
述
の
な
か
に
三
諭
学
派
特
有
の
翰
法
が
兄
い
だ
さ
れ
る
こ
と
は
さ
き
に
指
摘
し
て
お
い
た
｡
と
こ

(eL_i

ろ
が
ま
た
伝
記
資
料
の
な
か
で
は
法
林
と
天
台
轡
顕
と
の
関
わ
-
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
そ
こ
で
両
者
の
周
辺
を
探

っ

て
お
く
こ
と
に
す
る
｡

法
琳
を
天
台
の
系
譜
に
組
み
い
れ
て
い
る
典
型
は
､
爾
来
の
志
磐

『仏
祖
統
記
』
巻
九

二

三
ハ九
年
)
の
'

｢禅
師
法
論
｡
依
玉
泉
学
｡
与
会
稽
智
果
ー
終
歯
髄

m法
琳
､
骨
同
学
智
者
ー
並
与
智
者
作
伝
､
皆
不
複
存
O
奉
安
所
撰
別

伝
'
用
回
漕
智
寂
禅
師
本
､
柵
加
増
益
･'
遂
行
於
世
｡
此
四
師
堆
触
事
蓮
町
尋
､
亦
骨
当
時
禅
道
英
舘
｡
見
百
線
序
及
別
伝
注
｣

(
T

川

九

-

.九
九

三

と
い
う
記
述
で
あ
ろ
う
｡
法
琳
を
法
翰

･
智
果

･
智
寂
と
と
も
に
智
班
に
学
ん
だ
同
門
と
し
､
彼
ら
四
人
は
い
ず
れ
も
智
顕
の
伝

記
を
署
し
た
と
す
る
｡
こ
れ
は
細
字
注
に
も
い
う
よ
う
に
'
次
に
引
用
す
る
湛
頂

｢
国
滑
百
錬
序
｣
と
'
末
の
慶
照

『天
台
智
者

大
師
別
伝
註
』
(『別
伝
証
禁

に
も
と
づ
い
た
も
の
で
あ
る
｡

｢先
師
神
光
両
生
､
結
断
面
滅
O
処
謹
妙
法
､
出
作
帝
師
｡
備
遵
渚
宮
法
論

･
会
稽
智
果
･
国
滑
液
頂
等
三
伝
所
載
｡
叉
沙
門

智
寂
編
巣
先
師
遵
迎
倍
命
､
捜
訪
米
周
而
智
寂
身
故
｡
筆
愚
之
功
､
与
気
供
牽
｡
余
覧
其
草
本
､
続
更
撰
次
諸
種
方
法
等
､

合
稗

一
百
条
､
呼
為
回
漕
百
錬
｣
(｢囲
晴
好
録
序
｣
･
T
川
六
-
ヒ
九
三

a
)-

｢所
言
別

(別
伝
)
者
､
対
総
得
名
｡
総
則
南
山
続
伝
三
十
巻
､
列
成
十
科
｡
今
於
総
出
別
O
四
本
不
同
｡

言

草
安
所
記
｡

二
､
玉
泉
法
論
所
記
O
三
､
会
稽
智
来
所
記
o
p
'
終
南
山
龍
田
寺
法
琳
所
記
｡
此
四
人
骨
太
師
範
子
｡
唯
車
安
所
述
流
行

於
世
｡
余
三
絶
間
｡
惜
我
亡
棄
｣
(刊別
伝
許
誓

Z
二
簾
乙
節
七
餐
囲
肘
三
〇
七
a
)C

L‖Jvl

智
寂
本
と
い
う
の
は
志
磐
の
誤
解
で
､
湛
頂

t賜
号
は
輩
安
)
は
彼
自
身
と
法
論
･智
巣
に
よ
る
智
鋲
の
伝
記
三
本
が
著
さ
れ
て
い

た
と
伝
え
る
｡
た
だ
し
法
琳
に
は
言
及
し
な
い
｡
法
琳
著
を
加
え
て
四
本
と
し
た
の
は
後
者
の

『別
伝
註
』
で
あ
る
｡
し
か
も
そ

れ
は
明
ら
か
に
､
こ
の
文
中
に
も
言
及
し
て
い
る

｢南
山
続
伝
｣
す
な
わ
ち
遣
富

野硫
高
僧
伝
』
の

｢智
顕
伝
｣
の
記
述
を
ふ
ま
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え
て
い
る
｡

ll

｢終
南
山
龍
田
等
沙
門
法
琳
'
夙
預
宗
門
､
親
伝
減
法
｡
以
徳
音
速
速
､
映
木
俄
森
'
為
之
行
伝
､
広
洗
於
世
｡｣
(巻
十
七
･

五

六
八
a
V

法
琳
を
智
顕
の
弟
子
と
す
る
説
は
つ
ま
る
と
こ
ろ
､
遺
寛
に
よ
る
こ
の
記
述
を
根
拠
と
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
｡
と
こ
ろ
が
､
智

顕
の
基
本
的
な
伝
記
資
料
の
な
か
で
､
そ
の
門
下
と
し
て
の
法
琳
に
言
及
す
る
の
は
こ
の
記
述
の
み
に
す
ぎ
な
い
｡
法
琳
と
智
顕

の
関
わ
り
を
探
る
た
め
に
は
､
両
者
の
伝
記
を
あ
ら
た
め
て
検
討
し
て
み
る
必
要
が
あ
ろ
う
｡

智
顕
は
開
皇
十
七
年
十

一
月
二
十
四
日
に
入
滅
L
t
法
琳
は
貞
観
十
四
年

(六
四
〇
)
七
月
二
十
三
日
に
没
L
t
六
十
九
歳
と
記

(･･q)

さ
れ
る
｡
し
た
が
っ
て
両
者
に
共
通
す
る
の
は
法
琳
の
生
年
か
ら
智
薪
の
没
年
ま
で
'
陳
の
太
建
四
年

芸
七
二
)
以
降
､
閉
息
十

七
年

孟
九
七
)
ま
で
と
な
る
.
む
ろ
ん
こ
の
間
に
は
法
琳
の
幼
少
期
を
も
含
ん
で
い
る
た
め
､
こ
れ
は
最
大
限
に
見
積
も
っ
て
の

こ
と
で
あ
る
｡

(6}

さ
て
､
智
鎌
の
伝
記
に
つ
い
て
は
詳
細
な
研
究
成
果
が
重
ね
ら
れ
て
い
る
た
め
､
そ
れ
に
従
い
つ
つ
､
こ
の
間
の
彼
の
事
跡
を
簡

単
に
た
ど
っ
て
み
よ
う
.
陳
の
後
主
の
七
度
に
も
お
よ
ぶ
懇
静
に
よ
っ
て
､
智
顕
が
十

一
年
間
隠
棲
し
て
い
た
天
台
山
を
下
っ
た

の
は
'
至
徳
三
年

(五
八
重
二
二
月
下
旬
の
こ
と
で
あ
る
｡
以
来
お
よ
そ
三
年
半
ば
か
り
は
金
陵
に
在

っ
て
陳
室
の
帰
依
を
受
け
､

『法
華
文
句
』
の
講
説
も
こ
の
時
期
に
さ
れ
て
い
る
｡
禎
明
三
年

(五
八
九
)
正
月
に
陳
が
滅
亡
す
る
と
､
智
顕
も
戦
乱
を
避
け
て

鹿
山
や
滞
州
に
滞
在
し
た
ら
し
い
｡
あ
る
い
は
揚
州
に
も
赴
き
､
晴
の
晋
王
の
ち
の
腸
帝
に
菩
薩
戒
を
授
け
て
い
る
｡
や
が
て
開

皇
十
二
年
末
な
い
し
同
十
三
年
初

(五
九
二
･
五
九
三
)
に
は
郷
里
の
荊
州
に
帰
-
'
荊
州
治
下
当
陽
県
の
玉
泉
山
麓
に
玉
泉
寺
を

造
営
し
､
三
大
部
の
う
ち
の

『法
華
玄
義
』
『摩
射
止
観
』
は
玉
泉
寺
で
講
説
さ
れ
て
い
る
｡
閉
息
十
五
年
春

(五
九
五
)
に
な
っ

て
晋
王
の
懇
請
に
よ
-
ふ
た
た
び
揚
州
に
赴
い
た
が
､
同
年
秋
に
は
天
台
に
帰
山
し
て
い
る
｡
入
滅
し
た
の
は
ま
た
も
懇
請
さ
れ

て
揚
州
に
向
か
っ
て
天
台
を
下
る
途
次
の
石
城
寺
に
お
い
て
で
あ
っ
た
｡
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い
っ
ぼ
う
､
法
琳
の
こ
の
間
の
消
息
を
伝
え
る
も
の
と
し
て
以
下
の
六
例
が
あ
げ
ら
れ
る
｡

r-

①
慮
世
南

｢窺
陽
法
琳
法
師
集
序
｣

法
琳
法
師
者
'
俗
姓
陳
O
新
川
人
｡
晋
司
空
群
之
後
也
｡
日
栄
及
陳
､
世
伝
埋
魔
､
愛
租
及
伯
､
累
薬
価
宗
O

法
師
少
学

三
輪
'
名
聞
朝
野
｡
･･････
以
降
閉
息
之
来
､
隠
於
潜
漆
山
之
鬼
谷
洞
葦
｡
過
構
厳
崖
､
則
蔽
鷹
日
月
､
空
飛
戸
喝

則
吐

納
風
雲
｡
其
問
採
五
芝
而
欄
仰
､
遊
八
神
而
寝
息
ー
餌
松
北
於
瑛
潤
､
披
静
粛
於
山
阿
｡
骨
合
掌
帰
依
摩
頂
問
答
､
経
行

惜
静
十
有
余
年

(rE･･昼

.-
川
ヒ
川
C
以
ド
)0

②
陳
子
良

｢弁
正
輪
序
｣

貞
観
六
年

二
ハ
二
∴
)

以
前
｡

法
師
､
俗
姓
陳
氏
､
漢
太
正
長
仲
弓
之
後
也
D
遠
祖
怪
遊
､
播
遜
江
左
｡
近
因
流
寓
､
又
処
嚢
州
｡
掩
世
入
関
ー
従
師
請

某

へT
.i
.
JI
M
八
九
C
以
卜
)｡

③
適
宜

『続
高
僧
伝
』
｢法
琳
伝
｣

頁
観

山
九
年

(六
四
空

に
ひ
と
ま
ず
成
立
｡

姓
陳
氏
､
穎
用
人
｡
遠
祖
随
隊
商
屠
嚢
陽
｡
少
出
家
､
遊
猟
儒
駅
､
博
綜
飼
養
｡
金
陵
楚
邸
､
従
遣
間
津
､
白
文
苑
才
林
､

廓
不
尋
遣
｡
而
恵
存
綱
棟
､
不
常
浮
締
｡
野
楠
木
食
於
常
演
等
山
O
昼
則
教
諭
仏
経
､
夜
則
吟
覧
俗
典
｡
-
-

帽
季
承

乱
､
人
間
観
化

(六
小三
ハ
b
以
下
)O

④
適
量

『集
古
今
仏
道
論
衡
』

巷
丙

麟
徳
元
年

(六
六
聖

｡

(汰
)
琳
姓
陳
氏
｡
穎
川
太
丘
之
後
｡
遠
祖
移
於
東
陽
'
政
文
為
県
人
帯
｡
少
出
家
､
住
荊
州
膏
漆
山
玉
泉
寺
｡
博
通
内

外
､
以
文
学
見
知
｡
大
業
初
元
入
関

守
孝

一-
三
八
O

c
)
0

⑤
退
室

『大
唐
内
典
録
』
巻
五

麟
徳
元
年

天
六
嬰

｡

(汰
)
琳
本
位
荊
焚
､
少
参
名
匠
｡
宗
猷
教
養
'
連
解
玄
価
｡
遊
不
択
方
､
護
法
為
任

千
五
五
-
二
八
山
b
)0

心Ⅷ3i]m

⑥
彦
瑞

句法
琳
別
伝
』

巻
上

『続
高
僧
伝
』
以
後
'
総
額
元
年

六
六
八
)
ま
で
に
成
立
｡
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法
師
諦
法
琳
､
俗
姓
陳
氏
｡
箱
川
郡
人
｡
仲
弓
之
後
也
｡
遠
祖
随
慢
従
寓
嚢
陽
｡
幼
歯
軸
替
'
情
敦
博
物
｡
遂
乃
金
陵
楽

部
負
峡
間
津
.

孔
騨
釈
鮭
､
横
線
訪
遣
｡
於
是
該
九
郎
洞
百
家
､
究
金
言
輝
玉
牒
O
･･･-

速
以
簡
閲
皇
十
四
年
夏
五
月
､

隠
於
背
瑛
山
鬼
谷
洞
篭
｡
閲
覧
玄
儒
､
寸
陰
撫
牽
｡
過
構
厳
鹿
､
則
蔽
鷹
於
日
月
｡
空
飛
戸
喝

則
吐
納
於
風
雲
｡
-
-

然
法
師
組
徳
潜
形
'
納
言
敏
行
｡
欝
維
革
紐
､
観
化
上
京
｡
是
歳
仁
寿
元
年
寒
三
月
也

二
九
八
b
以
下
)O

六
例
の
う
ち
､
最
も
許
し
-
基
本
資
料
と
認
め
ら
れ
る
の
は
⑥

『法
琳
別
伝
』
で
あ
る
｡
た
だ
し
こ
こ
に
引
用
し
た
か
ぎ
り
に

つ
い
て
は
､
①
魔
性
南
の
序
文
と
③
遣
宣

｢法
琳
伝
｣
に
大
幅
に
依
拠
し
､
両
者
を
綴
り
合
わ
せ
た
形
跡
が
あ
る
｡
し
た
が
っ
て

不
安
も
残
ら
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
､
ひ
と
ま
ず

『法
琳
別
伝
』
に
よ
っ
て
智
額
と
の
交
渉
が
想
定
さ
れ
る
と
す
れ
ば
､

(I
)
迷
乃
金
陵
楚
郭
負
峡
間
津
｡

(Ⅱ
)
遂
以
降
閉
息
十
四
年
夏
五
月
､
隠
於
育
漆
山
鬼
谷
洞
葦
O

と
い
う
記
述
が
注
目
さ
れ
よ
う
｡
こ
の
二
点
に
つ
い
て
詮
索
し
て
お
こ
う
｡

ま
ず

(Ⅰ
)
で
は
幼
少
期
に
出
家
し
た
法
琳
は
金
陵
や
楚
都

(荊
州
)
で
儒
学
や
仏
教
を
修
学
し
た
と
伝
え
る
｡
嚢
陽
生
ま
れ

の
法
琳
が
荊
州
で
修
学
し
た
こ
と
は
穏
当
で
あ
ろ
う
｡
た
だ
'
そ
の
う
え
若
年
の
頃
に
金
陵
ま
で
笈
を
負

っ
て
行

っ
た
と
す
れ
ば
､

智
顕
が
金
陵
に
在

っ
た
至
徳
三
年

(五
八
五
)
か
ら
三
年
半
の
問
で
は
､
法
琳
は

1
四
歳
か
ら

1
七
歳
と
な
る
｡
む
ず
か
し
い
と
こ

ろ
で
あ
る
が
､
金
陵
仏
教
界
の
中
心
で
あ
-
朝
野
の
徳
望
を

一
身
に
集
め
て
い
た
智
顕
の
講
席
に
与

っ
た
可
能
性
も
否
定
で
き
な

い
こ
と
に
な
ろ
う
｡
た
だ
ち
に
察
せ
ら
れ
る
よ
う
に
､
こ
の
記
述
は
も
と
③
道
宣

｢法
琳
伝
｣
の

｢金
陵
楽
部
に
道
に
従
い
津
を

問
う
｣
に
由
来
し
て
い
る
｡
道
富
は
⑨

『大
唐
内
典
録
』
で
も

｢少
-
し
て
名
匠
に
参
ず
｣
と
言
い
､
当
代
の
名
匠
に
ほ
か
な
ら

ぬ
智
顕
に
師
事
し
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
｡
と
こ
ろ
が
金
陵
遊
学
に
つ
い
て
は
､
道
宣
以
前
に
法
琳
の
行
実

を
承
知
し
て
い
た
は
ず
の
虞
世
南
も
陳
子
良
も
言
及
し
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
｡

(Ⅱ
)
で
は
晴
の
閉
息
十
四
年

釜
九
四
)
五
月
に
育
演
山
の
鬼
谷
洞
に
隠
棲
し
た
と
し
､
そ
れ
は
精
の
仁
寿
元
年

(六
〇
二

三
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月
に
関
中
地
方
に
赴
-
ま
で
硫
い
た
と
い
う
｡
こ
れ
は
麗
葦
に
は
①
虜
世
南
の
序
文

｢隅
の
閉
息
の
末
を
以
て
､
膏
横
山
の
鬼
谷

洞
に
隠
る
｣
に
も
と
づ
く
よ
う
で
あ
る
｡
た
だ
し
ー
こ
の
隠
棲
に
つ
い
て
は
法
琳
自
身
も
､
貞
観
三
年

二
ハ
二
九
)
に
尚
沓
石
僕
肘

枕
如
晦
に
宛
て
た
番
筒
の
な
か
で
､

｢法
琳
は
革
衣
の
野
客
､
水
食
の
山
人
に
し
て
'
-
-

既
に
徳
は
内
兜
に
悦
じ
､
聾
は
外
滴
に
漸
ず
｡
唯
だ
悪
遠
に
孤
負
す

_

お

ひさ

る
の
み
に
匪
ず
､
嚢
に
亦
た
遣
安
に
滞
果
す
｡
足
を
以
て
志
を
常
演
に
畢
え
､
心
を
射
乳
に
帰
し
､
風

船

剰

下
に
永

し
く
経

ひさ

番
を
味
わ
い
､
剰
矧
漸
前
に
濃
し
く
魚
魔
を
観
る
｣

と
明
言
し
て
い
る
C.
脊
漆
山
は

『隅
潜
臨
地
理
恵
下
の
南
郡

t荊
州
)
当
隆
興
に

｢酒
湛
山
有
-
｣
と
記
さ
れ
る
山
の
は
ず
で
あ

-
､
つ
と
に
東
晋
の
郭
喋

｢遊
仙
静
｣
奉
注

『文
選
払
巻
二
二

に
も
詠
ま
れ
､
近
現
代
の
文
献
に
い
た
る
ま
で
こ
の
山
名
を
兄
い

だ
す
こ
と
が
で
き
る
｡
か
-
に
い
ま

叫
九
二

叫
牢
出
版
の

『湖
北
適
意
』
に
よ
れ
ば
､
脅
深
山
は
荊
州
の
数
十
キ
ロ
酉
北
方
に
位

【川
I

澄
す
る
当
陽
県
と
さ
ら
に
そ
の
酉
北
に
隣
接
す
る
逮
安
県
の
両
県
に
ま
た
が
る
山
系
で
あ
-
､
両
県
の
境
界
を
な
し
､
当
陽
県
の

西
北
障
と
な
る
と
と
も
に
県
内
に
入
っ
て
は
東
酉
の
両
文
に
分
岐
し
て
延
び
て
い
る
｡
傍
線
を
附
し
た
地
名
は

｢夜
船
｣
を
除
い

て
､
い
ず
れ
も
こ
の
脊
演
山
系
に
含
ま
れ
る
｡
山
系
の
遠
安
県
側
に
散
在
す
る
三
洞
が
鬼
谷
洞
で
あ
り
､
鬼
谷
子
の
隠
居
所
と
も

伝
え
ら
れ
る
｡
当
陽
県
内
の
東
酉
両
文
の
う
ち
県
の
酉
障
と
な
っ
て
い
る
支
脈
の

一
角
が
智
顕
が
玉
泉
寺
を
建
立
し
た
玉
泉
山
で

あ
-
'
さ
ら
に
そ
の
南
方
に
連
な
る
の
が
紫
丑
山
で
あ
る
｡
紫
産
山
は
後
世
､
道
教
の
第
三
十
三
洞
天
に
数
え
ら
れ
て
い
る
｡
お

そ
ら
-
荊
州
で
修
学
し
て
い
た
法
琳
は
､
こ
の
地
方
で
古
来
隠
者
と
ゆ
か
り
の
ふ
か
い
こ
の
山
系
に
分
け
入

っ
た
も
の
と
推
測
さ

れ
る
｡

こ
の
う
ち
問
題
と
な
る
の
が
､
法
琳
が

｢覆
船
殿
下
に
永
し
く
経
潜
を
味
わ
い
｣
と
述
懐
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
｡
『法
琳
別

伝
』
巻
上

八二
〇
山
b
)

で
は
こ
の
番
簡
の

｢穫
船
｣
を

｢穫
松
｣
に
作
る
も
誤
記
で
あ
ろ
う
O
後
世
の
記
録
で
は
穫
船
山

詰襟
舟

山
)
は
玉
泉
山
の
旧
名
に
は
か
な
ら
ず
､
三
園
時
代
に
改
名
さ
れ
た
と
も
智
顕
に
よ
っ
て
改
名
さ
れ
た
と
も
さ
れ
て
諸
税
紛
々
の
あ
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-
さ
ま
と
な
っ
て
い
る
｡
こ
れ
に
関
し
て
も
注
目
さ
れ
る
の
が
遣
富
の
記
述
で
あ
る
｡
遣
富
に
と
っ
て
す
で
に
夜
船

･
玉
泉
の
両

山
は
全
-
同

一
と
意
織
さ
れ
て
い
た
ら
し
い
こ
と
は

『統
高
僧
伝
』
法
翰
伝

(巻
九
)
･
法
常
伝

毒
十
六
)
･
法
忍
伝

(同
上
)
･
法

行
伝

萌
本
巻
三
重

な
ど
に
よ
っ
て
も
窺
わ
れ
る
｡
さ
ら
に
③

｢法
琳
伝
｣
で
は

｢常
演
等
の
山
に
野
楠
木
食
す
｣
と
記
し
､
こ

れ
は
法
琳
の
番
筒
中
の

｢草
衣
の
野
客
､
木
食
の
山
人
｣
を
ふ
ま
え
た
も
の
と
思
わ
れ
､
こ
の
番
簡
を
法
琳
の
伝
記
資
料
と
し
て

用
い
て
い
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
O
そ
の
さ
い
､
ど
う
や
ら
適
宜
は

｢軍
船
厳
下
｣
を
玉
泉
山
と
同

一
視
し
た
ら
し
い
｡
そ
こ
で

ヽ
ヽ
ヽ

④

『鶴
古
今
仏
道
諭
衡
』
で
は
法
琳
を

｢荊
州
育
漆
山
玉
泉
寺
に
任
す
｣
と
直
裁
に
述
べ
､
法
琳
を
智
顕
に
結
び
つ
け
た
か
た
ち

と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
｡

さ
き
の
よ
う
に
､
智
餅
が
荊
州
に
滞
在
し
た
の
は
､
閉
息
十
二
年

･
十
三
年
の
交
前
後
か
ら
同
十
五
年
春
ま
で
の
二
年
余
-
の

こ
と
で
あ
る
｡
玉
泉
寺
の
造
営
は
ご
-
短
期
間
に
成
っ
た
ら
し
-
､
開
基
十
三
年
七
月
二
十
三
日
に
は
文
帝
よ
り
寺
額
が
下
賜
さ

(〓､
れ
､
こ
の
頃
に
は
ほ
ぼ
伽
藍
の
結
構
を
備
え
て
い
た
と
推
測
さ
れ
て
い
る
｡
あ
わ
せ
て
､
新
し
-
建
立
さ
れ
た
ば
か
-
の
玉
泉
寺

で
ま
ず

『法
華
玄
義
』
の
講
脱
が
な
さ
れ
た
ら
し
い
｡
つ
い
で

『摩
討
止
観
』
の
講
説
も
行
わ
れ
､
巻
頭
に
附
せ
ら
れ
た
港
頂
の

序
文
に
は
'

｢智
者
､
大
隅
閉
息
十
四
年
四
月
二
十
六
日
､
於
荊
州
玉
泉
寺
､

一
夏
敷
揚
､
二
時
慈
霞
｣
(T
四
六
I
l
a
)

と
記
さ
れ
て
い
る
｡
こ
の
間
荊
州

1
帯
の
道
俗
は
こ
ぞ
っ
て
智
歯
を
歓
迎
し
､
智
顕
は
そ
の
晋
王
に
あ
て
た
遺
書
中
で
み
ず
か
ら

｢荊
州
の
法
集
に
於
い
て
は
､
聴
衆

一
千
余
僧
.
禅
を
学
ぶ
も
の
三
百
｣
(冒
将
官
録
払
巻
三
･
T
四
六
1
八

〇
九
C
)

と
述
懐
し
て
い

る
ほ
ど
で
あ
る
｡

す
で
に
二
十
歳
に
達
し
て
い
た
法
琳
が
こ
の
よ
う
な
盛
儀
に
与
っ
て
い
た
可
能
性
は
充
分
考
え
ら
れ
る
｡
し
か
し
な
お
疑
問
の

余
地
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
.
第

1
に
､
法
琳
が
育
深
山
の
鬼
谷
洞
に
隠
棲
し
た
の
を
帽
の
閉
息
十
四
年
夏
五
月
と
す
る

『法
琳

別
伝
』
の
記
述
を
信
頼
す
れ
ば
'
こ
れ
は
あ
た
か
も
智
頴
が

『摩
討
止
観
』
を
講
説
し
て
い
た
時
期
に
重
な
る
｡
港
頂
の
序
文
に
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記
さ
れ
る
四
月
二
十
六
日
は
ー
い
さ
さ
か
不
明
瞭
で
は
あ
る
が
､
『摩
綱
止
観
』
講
説
の
開
始
さ
れ
た
日
と
す
る
の
が
通
説
で
あ

･q胆
'

る
｡
か
-
に
こ
の
目
を
講
脱
完
了
の
目
と
見
な
す
と
す
れ
ば
､
お
そ
ら
く
四
月
か
ら
七
月
ま
で
続
い
た
は
ず
の
夏
安
居
を
開
始
し

た
ば
か
り
で
完
了
し
た
こ
と
に
な

っ
て
し
ま
い
､
智
隣
が
つ
ね
に
覚
安
属
を
厳
格
に
修
習
し
て
い
た
ら
し
い
こ
と
か
ら
し
て
も
不

自
然
で
あ
る
｡
さ
ら
に
は
ま
た
､
現
在
の

『摩
綱
虹
観
』
が
た
と
え
湛
頂
の
修
治
を
経
た
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
､
｢
T
夏
に
敷
揚

す
｣
と
い
う
よ
う
に
､
そ
の
分
巌
か
ら
し
て
諦
視
は
覚
安
倍
の
期
間
中
続
け
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
O
法
琳
が
智
顕
の
門
下
で
あ

っ
た

な
ら
ば
天
台
教
学
に
お
い
て
重
要
な
講
脱
な
か
ば
に
何
故
隠
棲
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
｡
ま
た
智
鱗
は
翌
年
ま
で
荊
州
に
滞
在
し
て

LーiI]山

い
た
は
ず
で
あ
る
cf
に
も
か
か
わ
ら
ず
師
の
も
と
を
離
れ
た
理

由も
不
明
で
あ
る
O
あ
る
い
は
道
に
育
漆
山
や
穫
船
山

へ
の
隠
棲

は
智
顕
の
膝
下
に
参
じ
た
こ
と
を
意
味
す
る
と
も
解
し
う
る
が
､
こ
れ
も
安
屠
な
か
ば
の
こ
と
と
な
-
､
い
ぶ
か
し
い
C
か
つ
､

法
琳
は
さ
き
の
牡
如
晦
あ
て
の
番
筒
中
で
は
自
ら
を
ま

っ
た
く
の
革
衣
米
食
の
隠
者
と
し
て
措
い
て
い
る
の
で
あ

っ
て
'
通
俗
が

事
典
し
て
当
局
の
嫌
疑
を
招
い
た
ほ
ど
で
あ

っ
た
智
顕
の
法
廷
の
雰
囲
気

蒜
阿
漕
百
錬
』
同
上
)
と
は
そ
ぐ
わ
な
い
.
第
二
に
､
法

琳
は
番
簡
の
よ
う
に
自
ら
が
か

っ
て
骨
演

･
滞
船
両
山
に
隠
棲
し
た
こ
と
を
譜
-
､
ま
た

『弁
正
論
』
巻
三
に
お
け
る
歴
代
帝
王

の
崇
仏
の
事
跡
を
列
挙
す
る

7
段
で
は
､
江
陵

(荊
州
)
に
拠

っ
た
後
果
の
宣
帝

･
明
帝
二
帝
の
治
世
三
十
五
年
間
に
百
八
カ
所

ヽ
ヽ

ヽ
ヽ

.〓

.

の
寺
院
が
あ
り
､
｢山
寺
に
は
骨
演

･
鹿
演

･
機
船

･
離
山

･
韮
山
等
有
-
｣
盃

〇
三
b
W
と
も
伝
え
て
い
る
O
に
も
か
か
わ
ら
ず

玉
泉
山
や
玉
東
寺
に
つ
い
て
は

7
切
触
れ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
｡
穫
船
山
が
玉
泉
山
の
旧
名
だ
と
す
れ
ば
何
故
旧
名
の
み
を
用

い
る
の
か
肝
に
落
ち
な
い
こ
と
で
あ
る
｡
荊
州

一
帯
で
修
習
し
て
い
た
は
ず
の
法
琳
と
す
れ
ば
玉
泉
寺
に
言
及
し
て
然
る
べ
き
と

思
わ
れ
る
が
､
む
し
ろ
そ
れ
を
避
け
て
い
る
風
が
あ
る
｡
む
ろ
ん
燭
帝
の
玉
泉
寺

へ
の
関
与
も
記
録
さ
れ
な
い
が
'
こ
れ
は
あ
る

い
は
庸
初
で
は
な
お
憤
ら
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
｡

と
ま
れ
､
法
琳
が
金
陵
や
荊
州
で
智
鱗
に
師
事
し
､
な
い
し
そ
の
法
鮭
に
与

っ
て
い
た
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
｡
け
れ
ど
も

疑
問
の
余
地
も
充
分
残
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
い
っ
た
い
に
'
法
琳
が
金
陵
に
ま
で
遊
学
し
た
と
伝
え
'
荊
州
青
渓
山
玉
泉
寺
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に
任
し
た
と
し
､
そ
の
具
体
的
な
内
容
は
不
明
な
が
ら
智
錘
の

｢戒
法
を
伝
え
｣
た
と
し

(あ
る
い
は
菩
薩
戒
を
伝
授
さ
れ
た
も

の
か
)､
智
顕
の
伝
記
を
著
し
た
と
す
る
こ
と
ま
で
を
含
め
て
､
遣
宜
に
は
法
琳
を
性
急
に
智
顕
に
結
び
つ
け
よ
う
と
す
る
傾
向
が

(.;一

見
う
け
ら
れ
る
｡
法
琳
は
貞
観
三
年
に
は
な
お
済
法
寺
に
任
し
て
い
た
ら
し
い
が
､
お
そ
ら
-
ほ
ど
な
-
終
南
山
龍
田
寺
に
移
っ(捕)

た
は
ず
で
あ
り
'
同
時
代
の
後
輩
に
相
当
し
終
南
山
に
も
住
し
て
い
た
通
宝
に
は
何
ら
か
の
根
拠
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
｡

し
か
し
遣
宣
以
外
の
資
料
に
よ
る
か
ぎ
-
､
法
琳
が
智
顕
の
法
廷
に
与
っ
て
い
た
と
す
れ
ば
､
入
室
の
弟
子
と
い
う
よ
-
も
､
｢
(管

あ

顕
の
)
法
を
得
て
自
ら
行
ず
る
も
の
称

げ
て
数
う
可
か
ら
ず
｣
(覇
者
大
師
別
伝
j
･T
五
〇
1
一
九
七
C
)

と
伝
え
ら
れ
'
ま
た
道
宣

あ

しる

自
ら
も

｢
(智
顕
は
)
手
ず
か
ら
僧
衆
を
度
す
る
こ
と
四
千
余
人
｣
｢五
十
余
州
の
道
俗
の
菩
薩
戒
を
受
-
る
も
の
称

げ
て
紀

す
べ

か
ら
ず
｣
(覇
高
僧
伝
』
智
顕
伝
･
空
ハ
八
a
V
と
伝
え
て
い
る
智
顕
ゆ
か
-
の
門
下
の
1
人
に
数
え
て
お
-
の
が
ま
ず
穏
当
で
あ
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
｡

9

l
｢

法
琳
の
著
述
に
つ
い
て

さ
き
に
列
挙
し
て
お
い
た
①
虞
世
南

｢嚢
陽
法
琳
法
師
集
序
｣
･③
陳
子
良

｢弁
正
論
序
｣
･③
道
宣

『続
高
僧
伝
』
｢法
琳
伝
｣
･

⑨
適
宜

『大
唐
内
典
録
』
の
巻

一
〇

(T
五
五
-
三
三
二
C
)

で
は
ま
た
､
法
琳
に
三
十
巻
余
の
著
述
の
あ
っ
た
こ
と
を
も
あ
わ
せ

記
し
て
い
る
｡
『全
唐
文
』
巻
九
〇
三
に
は
そ
の
う
ち
十
二
第
の
文
章
が
蒐
集
さ
れ
､
ま
た
西
山
蕗
子
論
文

｢法
琳

『破
邪
論
』
に

(17)

つ
い
て
｣
の
注

(11
)
に
は
現
在
知
ら
れ
る
十
部
十
八
巻
が
纏
め
ら
れ
て
い
る
｡
両
者
に
も
と
づ
き
つ
つ
､
い
さ
さ
か
の
補
足
を

加
え
て
お
き
た
い
｡

〓

)
『青
深
山
記
』

I
巷
｡
｢
八
千
余
言
｣
(胃法
琳
別
伝
』
巻
上
二

九
八
b
)
と
も
記
さ
れ
る
｡

◎
隅
の
閉
息
十
四
年

(五
九
四
)
か
ら
仁
寿
元
年

(六
〇
こ

の
間

(西
山
論
文
)0



比 膜 宗 教 思 想研 究 第2崎

◎
供
｡
す
で
に
西
山
給
文
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
､
『伝
教
大
師
将
来
越
州
録
』
に

｢骨
漆
山
記

一
巻
｣
千
五
五
-
山
〇
五
九
a
)

と
見
え
る
｡

○
【西
山
】
･I

.'好
湛
山
･=i
-

(こ
)
｢太
極
殿
行
適
役
千
僧
斎
頒
｣

◎
武
徳
元
年

豪
際
に
は
陶
の
鶴
寧
二
年
･
六
…
八
)
二
月
｡

◎
『弁
正
論
』
巻
四

嘉

二

b
～
C
)
所
収
｡

◎
【『余
暦
文
』
】
｢太
極
殿
行
遣
設
千
僧
粛
頒
｣
【西
山
】
‥n
｢太
極
殿
行
遣
設
千
僧
斎
燐
｣

(≡
)
『破
邪
翰
』

二
巻

(又
は

f
巻
)O

◎
武
徳
五
年

(六
三
こ

｡

◎
大
正
蔵
巻
五
二
｡
『広
弘
明
集
』
巻
十

山
所
収
｡
そ
の
他
に
引
用
さ
れ
る
テ
キ
ス
ー
に
つ
い
て
は
上
記
西
山
論
文
参
照
｡

◎
現
在
の

『破
邪
論
』
巻
上
に
は

｢太
史
令
朝
散
大
夫
臣
樽
蛮
上
減
省
寺
塔
廃
僧
尼
事
十
有

一
傭
｣
と
い
う
武
徳
四
年
六
月
二

1.川h,

十
日
に
博
楽
が
奉
っ
た
廃
仏
を
乞
う
上
流
文
も
あ
わ
せ
て
収
録
さ
れ
､
そ
の
文
革
に
は
逐

一
'
｢弾
日
｣
｢蔵
日
｣
で
始
ま
る

双
行
の
反
駁
文
が
附
け
加
え
ら
れ
て
い
る

(T
溌
三
-
四
七
五
c
I
四
七
六
b
｡
門広
弘
明
飽
払
巻
十
二

T
五
二
-
一
六
〇
a
I
c
)0

こ
の
反
駁
文
も
法
琳
の
手
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
｡

エ

『全
唐
文
』
】
｢上
薬
王
破
邪
諭
啓
｣
｢対
博
楽
廃
仏
僻
事
啓
｣
｢答
諮
問
釈
教
利
益
対
｣
【西
山
】
.Ⅳ

『破
邪
論
』

(四
)
釈
智
蔵
の
碑
文

◎
武
徳
八
年
四
月
十
五
日
頃
没
､
八
十
五
歳

嘉
囲
7
-
六
二
室
｡
蒜
種
菌
個
伝
』
巻
十
九
･
五
八
七
a
)0

●
供
｡

◎
【西
山
】

Ⅴ釈
智
蔵
の
碑
文



法 琳 雑 記

(五
)
｢与
尚
書
右
僕
射
薬
園
公
賓
｣

･川,

◎
貞
観
三
年

(六
二
九
)0

◎
『弁
正
論
』
を
亜
修
す
る
た
め
の
援
助
を
察
国
公
社
如
晦
に
乞
う
た
番
簡
｡

◎
『弁
正
論
』
巻
八

芸
五
〇
a
～
C
)
所
収
｡
『法
琳
別
伝
』
巻
上

三
〇
一
b
～
C
)
所
収
｡

◎
【『全
唐
文
』
】
｢与
尚
番
右
僕
射
察
国
公
賓
｣

(六
)
｢宝
星
経
序
｣

◎
波
羅
頗
迦
羅
蜜
多
羅

(P
rab
h
i
k
aram
itra)
に
よ
る

『宝
星
経
』
の
伝
訳
は
貞
観
三
年

宍
二
九
二
二
月
か
ら
同
四
年
四
月

ま
で
｡

◎
『弁
正
論
』
巻
四

妄

三

b
～
C
)
所
収
｡
大
正
蔵
巻
十
三
-

垂

二
六
C
｡

◎
【『全
唐
文
』
】
｢宝
星
陀
羅
尼
経
序
｣
【西
山
】
…Ⅷ

『宝
星
経
序
』

(七
)
｢皇
帝
繍
像
頒
｣

◎
貞
観
四
年

(六
三
〇
)
か

(西
山
論
文
)
0

◎
『弁
正
論
』
巻
四

(五
二
7
-
五
一
三
b
)
所
収
｡

ヱ

『全
唐
文
』
】
｢皇
帝
繍
像
頚
｣
【西
山
】

Ⅹ
皇
帝
繍
像
頒

(八
)
勝
光
寺
意
乗
の
碑
文

◎
貞
観
四
年
十
月
二
十
日
没
､
七
十
六
歳

(五
五
五
-
六
三
〇
)
0

(
『
続
高
僧
伝
』
巻
二
四
二
ハ
三
四
b
)O

●
快
｡

◎
【西
山
】
.1Ⅹ
勝
光
寺
慧
乗
の
碑
文



12

(九
)
｢般
若
燈
輪
序
｣

比 較宗教 思 想研 究 節2輯

◎
波
線
頗
迦
終
審
多
終
に
よ
る

『般
若
燈
給
』
の
伝
駅
は
頁
観
四
年

末
.J.O
j
六
月
に
開
始
さ
れ
､
同
六
年
十
月
十
七
日
に
勘

定
し
お
わ
っ
て
い
る
｡

◎

『弁
正
論
』
巻
四

五

二
.五
-
C
)
所
収
｡

⑳
な
お
波
羅
願
迦
羅
蜜
多
経
の
伝
訳
に
は
法
琳
な
ど
十
九
人
の
大
穂
も
携
わ
-
､
そ
の
う
ち
の
ひ
と
-
で
あ
っ
た
慧
蹄
も
序
文

を
撰
述
し
､
現
在
の
大
正
蔵
巻
三
〇
に
収
め
ら
れ
る

『般
若
燈
論
』
に
は
患
蹄
の
序
文
が
附
せ
ら
れ
て
い
る
｡

◎

叩『全
唐
文
慧

｢般
若
燈
翰
序
｣

(十
)
｢致
賛
浄
法
師
審
｣

◎
爵
観
七
年

八六
三

二
)

二
月
頃
｡

◎
慧
静
が

｢折

へ｢析
｣
に
も
作
る
)
疑
給
｣
を
著
し
､
太
子
中
食
人
草
詔
の
議
論

(後
述
す
る

｢斉
物
論
｣
)
に
た
い
し
て
反

論
し
た
の
は
'
｢
(頁
観
)
七
年
春
二
月
｣
の
こ
と
と
さ
れ
る

(『法
琳
別
伝
払
巻
圭
｡
さ
ら
に
祭
静
は
法
琳
に
自
ら
の
所
論
を

里
し
て
意
見
を
求
め
た
ら
し
く
､
そ
れ
に
与
え
た
返
潜
が

｢致
憩
浄
法
師
啓
｣
で
あ
る
｡
ち
な
み
に
辛
請
は

『新
唐
音
』
巻

七
三
上

･
『元
和
姓
暴
』
巻
三

･
『冊
府
元
亀
』
巻

一
四
四
な
ど
に
見
え
る
｡

◎
『続
高
僧
伝
』
巻
三

･
患
浄
伝

(糾
問
六
a
I
b
)｡
『法
琳
別
伝
払
巻
上

三
〇
二

C
～
二
〇
三
a
)0

◎
【『全
唐
文
』
】
｢致
悪
浄
法
師
番
｣
【酉
山
】
…m
『答
紀
国
章
悪
浄
番
』
に
含
む

八十

〓

｢広
折
疑
論
｣

◎
爵
観
七
年

二
ハ二
三
二
二
月
頃
｡

◎
(九
)
の
革
謂
と
慧
浄
の
論
争
に
さ
い
し
て
､
舎
人
李
通
関
か
ら
辛
詞
の

｢斉
物
論
｣
を
里
さ
れ
た
法
琳
が
慧
浄
の
説
を
敷
宿

し
て
挙
遠
間
に
示
し
た
諭
文
｡



法 琳 雑 記

◎
『法
琳
別
伝
』
巻
上

(二
〇
三

a
～
b
)O
『塊
古
今
仏
道
翰
衡
』
巻
丙

千

五
二
1
三
八
四
b
l
二
八
五
a
)｡
『広
弘
明
集
』
巻
十

八

(T
車
1-

三
二
O
c
～
三

三

b
)0

血ヱ
『全
唐
文
』
】
｢広
研
疑
諭
｣
【西
山
】
…Ⅲ
『答
配
国
寺
患
静
香
』
に
含
む
｡
西
山
論
文
で
は

(千
)
(十

二

を

一
括
し
て

『答

紀
固
守
患
浄
番
』
と
す
る
｡
『法
琳
別
伝
』
に
従
っ
た
の
で
あ
ろ
う
｡
し
か
し

『法
琳
別
伝
』
で
は
法
琳
が
慧
浄
と
李
遠
間
に

そ
れ
ぞ
れ
宛
て
た
二
書
簡
を
接
合
し
た
ら
し
-
､
混
乱
を
き
た
し
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
｡
『集
古
今
仏
道
論
衡
』
で

は
こ
の
論
争
を

｢太
子
中
食
辛
童
丹
物
論
井
浄
琳
二
法
師
抗
拒
串
間
首
｣
と
題
し
'
ま
ず
慧
浄
の
辛
謂

｢斉
物
論
｣
に
た
い

す
る
反
論
を
収
め
､
つ
い
で
法
琳
の
李
遠
間
へ
の
遅
番
が
載
録
さ
れ
て
い
る
｡
題
名
以
外
は

『広
弘
明
集
』
巻
十
八
も
同
じ
｡

後
者
の

『集
古
今
仏
道
論
衡
』
に
従
う
べ
き
で
あ
ろ
う
｡

(十
二
)
『弁
正
論
』

八
巻
十
二
篇

◎
こ
の
論
著
の
序
文
を
著
し
た
陳
子
良
が
貞
観
六
年

(六
三
二
)
に
没
し
て
い
る
た
め
､
お
そ
ら
-
そ
の
頃
ま
で
に
ひ
と
ま
ず
纏

I;-1l

め
ら
れ
､
さ
ら
に
同
九
年
頃
ま
で
修
訂
が
続
け
ら
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
｡

◎
大
正
蔵
巻
五
二
｡

◎
【『全
唐
文
』
】
｢弁
正
論
拝
序
｣
【西
山
】
"Ⅷ

『弁
正
論
』
｡
『全
唐
文
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
の
は

『弁
正
論
』
巻
六

｢十
愉

篇
第
五
｣
の
序
文

妄
二
五
a
)
お
よ
び
同
巻

｢気
為
道
本
簾
第
七
｣
(五
三
六
a
～
五
三
七
a
)｡
た
だ
し

『全
唐
文
』
で
は
別
出

さ
れ
て
い
る
先
掲
の

｢太
極
殿
行
道
設
千
僧
斎
項
｣
｢与
尚
番
右
僕
射
察
国
公
書
｣
｢皇
帝
繍
像
頒
｣
｢般
若
燈
諭
序
｣
も
現
在

の

『弁
正
論
』
に
収
録
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
｡

こ
の
ほ
か
'
『全
唐
文
』
に

｢法
華
三
昧
行
事
遇
想
補
助
儀
序
｣
と
し
て
掲
げ
ら
れ
る
文
章
は
大
正
蔵
四
六
巻

(九
五
五
C
)

に

収
め
ら
れ
る
荊
渓
湛
然
の
著
述
の
冒
頭
部
分
で
あ
り
､
法
琳
撰
述
で
は
な
い
｡
ま
た
西
山
論
文
で
は
疑
問
と
し
な
が
ら
も
､

.Ⅵ

13

『斉
物
論
』
(『法
琳
別
伝
』
巻
上

二
一〇
三

a
～
b
｡
『集
古
今
仏
道
諭
衡
』
巻
丙

･
T
五
二
-
三
八
四

a
)
を
挙
げ
て
い
る
が
'
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｢斉
物
給
｣
の
著
者
は
辛
謂
で
あ
ろ
う
｡
そ
れ
は
､
悪
静
が
引
用
す
る
辛
詞
の
文
中
で
は

｢仏
陀
と
大
覚
と
は
語

俗
に
従

っ
て
異

な
る
も
､
智
悪
と
般
若
と
は
義

春
と
玄
同
な
り
｣
手
車

十
三
八
的
a
)
と
習
い
､
『荘
子
払
お
よ
び
郭
象
注
に
拠
-
な
が
ら
､
そ

比梗宗教思 想研 究 節2梱

の
題
名
の
よ
う
に
道
家
と
仏
教
の
山
敦
を
主
張
し
て
い
た
ら
し
い
こ
と
か
ら
も
推
測
さ
れ
る
｡
患
静
の
議
論
内
容
は
記
録
さ
れ
て

い
る
か
ぎ
り
で
は
判
然
と
し
な
い
が
､
法
琳
は
明
ら
か
に
こ
の
よ
う
な
遷
仏
の

一
致
諭
を
批
判
し
仏
教
の
般
若
の
優
越
を
説
い
て

い
る
｡
ち
な
み
に
､
す
で
に
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に

『宝
林
伝
』
巻
八
に
法
琳
が
禅
の
二
粗
悪
可
の
碑
文
を
撰
述
し
た
と
す
る
の
は

･別
j

後
世
の
仮
託
で
あ
ろ
う
｡

法
琳
の
著
述
の
う
ち
に
さ
ら
に
付
け
加
え
る
と
す
れ
ば
次
の
よ
う
な
二
点
も
可
能
性
が
あ
ろ
う
｡

(十
三
)
智
韻
の
伝
記

◎

『続
高
僧
伝
』
巻
十
七

･
智
顕
伝

完
六
八
且
｡

●
快
｡

◎
法
琳
が
た
と
え
智
顕
の
門
下
に
含
ま
れ
な
-
と
も
､
彼
の
伝
記
を
撰
述
し
た
こ
と
に
つ
い
て
､
先
述
し
た
よ
う
に
道
富
に
はrJた

何
ら
か
の
根
拠
が
あ

っ
た
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
｡
も

っ
と
も
､
遣
宜
は
法
琳
が
著
し
た
智
顕
の
伝
記
が

｢広
-
世
に
涜

わ
る
｣
と
言
い
な
が
ら
､
『大
唐
内
典
録
』
に
は
救
録
せ
ず
､
大
い
に
疑
問
で
は
あ
る
｡

(十
四
)
｢道
士
女
冠
在
僧
尼
之
上
詔
｣
に
抗
親
し
た
上
表
文
｡

◎
貞
観
十

一
年

(六
二
七
)
7
月
十
五
日
に
こ
の
詔
､
い
わ
ゆ
る

｢遣
先
仏
後
謂
｣
が
発
布
さ
れ

へ『唐
金
要
』
巻
四
九
･僧
遣
立
位
)I

以
後
斎
供
の
行
位
や
称
潤
に
お
い
て
は
遣
士
女
冠
を
僧
尼
の
上
位
に
慣
く
と
し
た
｡
た
め
に
仏
教
側
で
は
こ
ぞ
っ
て
抗
議
し
､

同
年
二
月

甲
子
九
日
か
ら
洛
陽
に
行
事
し
て
い
た
太
宗
の
御
鶴
を
迫
っ
て
､
大
総
持
寺
智
実
や
長
老
十
人
が
上
表
し
た
の
で

あ
っ
た
｡

◎
こ
の
上
表
文
の
撰
者
に
つ
い
て
は
､
『広
弘
明
簸
』
巻
二
五

･
令
遣
士
在
僧
前
謂
拝
表

号
五
二
l

六
三
C
)
と

『集
古
今
仏



法 琳 雑 記

通
論
衡
』
巻
丙

手

車

千
三
八
二
c
V

で
は

｢僧
某
｣
､
『続
高
僧
伝
』
巻
二
四

･
智
実
伝

六
三
五
C
)

で
は

｢法
常
｣
､
『法

琳
別
伝
』
巻
中

三
〇
三
c
V

で
は

｢法
琳
｣
と
し
､

一
定
し
て
い
な
い
｡
た
だ
し
こ
れ
ら
に
記
録
さ
れ
る
上
表
文
の
一
部

｢尋
老
君
垂
範
､
治
国
治
家
｣
か
ら

｢反
同
東
商
漫
行
革
旬
｣
ま
で
の
お
よ
そ

一
〇
〇
字
が
､
『弁
正
論
』
巻
二

歯
九
九
C
)

ゝ
ヽ
ゝ
ヽ

に
や
や
表
現
を
変
え
て
見
え
て
い
る
｡
ま
た
こ
の
上
表
文
の
末
尾
は
｢誰
録
遣
経
及
漠
貌
諸
史
仏
先
遣
後
之
事
､
如
別
所
陳
｡

伏
願
天
意
曲
垂
聴
覧
｣
と
結
ば
れ
て
い
る
｡
傍
点
部
分
は

｢如
左
｣
｢如
前
｣
と
も
記
録
さ
れ
る
が
､
上
表
文
に
は
漠
貌
以
来

歴
代
に
お
け
る
仏
道
二
教
に
関
す
る
議
論
を
纏
め
た
文
書
が
添
附
さ
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
｡
詔
が
下
っ
て
か
ら
の
一
ケ
月

に
も
満
た
な
い
倉
卒
の
間
に
こ
の
よ
う
な
文
書
を
纏
め
る
こ
と
は
困
難
で
あ
ろ
う
L
t
か
つ
そ
れ
を
よ
く
な
し
得
る
人
物
も

か
ぎ
ら
れ
よ
う
｡
と
す
れ
ば
､
そ
の
文
書
は

『弁
正
論
』
巻
玉
に
収
め
ら
れ
る

｢仏
道
先
後
篇
第
三
｣
(五
二
〇
C
以
下
)
で

あ
っ
た
蓋
然
性
は
き
わ
め
で
高
い
と
考
え
ら
れ
る
｡

法
琳
の
著
述
は

『破
邪
論
』
『弁
正
論
』
に
す
で
に
編
入
さ
れ
て
い
る
も
の
も
多
-
'
両
署
か
ら
別
出
さ
れ
る
部
数
に
よ
っ
て
著

述
数
も
異
な
っ
て
く
る
た
め
､
全
体
の
著
述
数
を
確
定
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
し
､
ま
た
そ
の
必
要
も
な
い
｡
以
上
は
ひ
と
ま
ず

の
目
安
と
す
る
も
の
で
あ
る
｡

(以
下
次
号
)

注

(-
)
拙
稿

｢
『弁
正
論
』
と
三
論
教
学
｣
(冒
一論
教
学
と
仏
教
諸
思
想
』
所
収
､
春
秋
社
､
二
〇
〇
〇
年
)O

(2
)
庄
野
寅
澄

｢唐
沙
門
法
琳
伝
に
つ
い
て
｣
(『史
淵
』
第
十
四
牌
､
1
九
三
六
年
)
参
照
｡

(3
)
鹿
頂
の
｢国
晴
百
録
序
｣
に
よ
れ
ば
彼
が
智
寂
の
草
稿
に
よ
っ
て
著
し
た
の
は

『国
酒
百
録
』
の
ほ
う
で
あ
-
､
志
磐
の
い
う
よ
う
に

『智
者
別
伝
』
で
は
な
い
｡
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号
二

親
｣
字
は
大
正
蔵
で
は

｢観
｣
｡

買

台
九
祖
伝
払
守

就

7
-

山
0
0

C
)
な
ど
の
引
用
に
よ
っ
て
改
め
る
O

爪5
)
『法
琳
別
伝
臨
巻
F

へT
克
O
-
二
T.
二
b
W｡

比 峻宗 教思 想研 究 姉2梱

(6
)
佐
藤
暫
英

『天
台
大
師
の
研
究
』
爪百
輩
苑
1

.
九
六

一
年
)
参
照
C

(7
)
鹿
世
南
の
序
文
の
成
正
年
代
は
不
明
で
あ
る
が
､
門弁
正
紛
』
に
普
及
せ
ず
､
い
う
ま
で
も
な
く
陳
子
良
の
序
文
以
前
の
は
ず
｡

(8
)
F法
琳
別
伝
』
で
は

門耗
商
個
伝
』
に
讃
及
L

へT
五
O
-
二
〇
二
C
)'
か
つ

『法
琳
別
伝
』
は
総
率
元
年

二
ハ
六
八
)
成
立
の

『法

苑
疎
林
臨
巻

山
0
0

(T
光
三
-

7
〇
二
四
且

に
著
録
さ
れ
て
い
る
｡

(9
)
『弁
正
論
』
巻
八

｢与

陶
酔
右
僕
射
革
阿
公
番
｣
かT
五
二
-
五
五
〇

a
～
b
jO
ま
た

『法
琳
別
伝
』
巻
上

(T
五
〇
-
二
〇

一
b
)0

杜
如
晦
の
尚
歯
右
僕
射
在
任
は
両

刊糖
密
払
巻
二
な
ど
に
よ
れ
ば
頁
観
三
年
二
月
か
ら
同
年
十
二
月
ま
で
｡

(10
)
『湖
北
通
志
』
巻
九
に
は

｢
(当
隣
県
3
曹
横
山
､
在
県
酉
北
三
十
兜
｡
為
邑
西
陣
｡
本
名
骨
山
｡
有
泉
日
常
演
故
云
O
山
発
自
房
陵
之

県
山
､
東
支
為
刑
山
､
西
友
為
曹
演
諸
山
｣
｢
爪当
閲
県
)
玉
隣
山
､
-
･･･
白
骨
新
山
入
場
､
分
為
二
支
.
酉
支
為
玉
泉
為
紫
蓋
O
東
支
之

尽
処
､
則
為
玉
隊
｣
｢
(逮
安
県
)
仙
屠
洞
､
査
県
西
南
五
十
児
｡
即
鬼
静
子
隠
処
6
円斬
紫
』
云
､
県
西
南
有
三
洞
O
日
金
龍
､
日
銀
乳
､

日
仙
屠
｡
骨
鬼
祥
子
瀞
歴
処
｡
通
謂
之
鬼
谷
洞
｣
な
ど
と
散
見
す
る
O

(11
)
『固
酒
百
錬
』
巻
二

(T
四
六

-

八
〇
六

C
)C

(12
)
天
台
三
太
郎
講
脱
の
時
期
と
場
所
に
つ
い
て
は
前
注
(6
)佐
藤
潜
二
九
四
貫
以
下
参
照
｡

(13
)
『仏
祖
統
紀
払
巻
六

(T
四
九
-

一
八
三

C
)
で
は
智
顕
は
開
曳
十
四
年
に
岳
州
に
赴
い
た
と
す
る
が
､
五
泉
寺
建
立
直
後
に
荊
州
を

離
れ
た
と
す
る
こ
と
に
は
根
拠
が
な
い
｡
前
注
へ6
)佐
藤
常
瓦
五
頁
以
下
で
は
そ
れ
を
問
亀
十
二
年
ま
で
の
こ
と
と
す
る
.

(14
)
骨
演
山
寺
に
つ
い
て
は

刊続
商
個
伝
』
巻
十
九

･
法
轟
伝
に
も

｢刑
州
骨
演
山
寺
四
十
余
僧
｣
(T
五
〇
-
五
八
七

a
)
と
い
う
｡

(15
)
前
注
(9
)の
頁
観
三
年
の
杜
如
晦
に
宛
て
ら
れ
た
鮮
簡
で
は
法
琳
は

｢済
法
事
釈
法
琳
｣
と
名
の
っ
て
い
る

tT
五
二
-
五
五
〇

a
)0

爪16
)
『宋
高
僧
伝
』
巻
十
四
な
ど
に
遣
寛
の
伝
記
が
あ
る
が
不
明
な
部
分
が
多
-
､
武
徳
七
年

(六
二
四
)
に
日
厳
守
が
廃
さ
れ
る
と
栄
養

寺
に
移
-
､
そ
の
の
ち
終
南
山
に
隠
棲
し
た
ら
し
い
｡

(17
)
『鈴
木
学
術
財
団
研
究
年
報
払
節
九
号
､

7
九
七
二
年
C

(18
)
博
栗
の
上
銃
を

｢相
月
二
十
日
｣
と
す
る
テ
キ
ス
ト
､
ま
た

｢九
月
｣
と
す
る
脱
も
あ
る
｡

(19
)
前
注
(9
)参
照
｡
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(20
)
砺
波
護

｢唐
初
の
仏
教
･道
教
と
同
家
-
法
琳
の
事
跡
に
み
る
t

｣
(『中
国
古
道
敦
史
研
究
』
同
朋
舎
出
版
､

一
九
九
二
年
｡
の
ち
中

公
文
庫

『惰
唐
の
仏
教
と
国
家
』
所
収
)0

(21
)
前
注
磯
波
論
文
の
注
(48
)参
照
｡

付
記

本
稿
は
平
成
十
三
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
｡




